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3 歳未満児の保育料（利用者負担額）を
軽減します

㉄福祉課子育て支援係　☎ 0943-32-1113

福岡県・全国戦没者追悼式 参列者募集

【福岡県主催】福岡県戦没者追悼式 【厚生労働省主催】全国戦没者追悼式
期日 8月15日㈯ 8月14日㈮～ 8月15日㈯［2日間］
場所 県立福岡武道館［福岡市中央区］ 日本武道館［東京都］
募集人員 900 人 112 人

参加資格

すべてに当て
はまること

・�先の大戦における福岡県出身の戦没者・一般
戦災死没者の遺族

・福岡県在住（三親等以内の親族を優先）

・�先の大戦における戦没者・一般戦災死没者・原
爆死没者の遺族

・福岡県在住（三親等以内の親族を優先）
・�過去に参加したことがない
・�2日間の行程に十分耐えられる体力があり、団体
行動がとれる

参加費用など 参加無料・会場までの旅費は自己負担 旅費の一部補助あり（差額は自己負担）
申込期限 6月1日㈪ 6月1日㈪
申し込み先 福祉課福祉係　☎ 0943-32-1113 福祉課福祉係　☎ 0943-32-1113

問い合わせ先
・福祉課福祉係　☎ 0943-32-1113
・福岡県保護・援護課　☎ 092-643-3301

福祉課福祉係　☎ 0943-32-1113
福岡県保護・援護課　☎ 092-643-3301
福岡県原爆被害者相談所　☎ 092-631-1508

戦没者・一般
戦災死没者遺族

原爆死没者遺族

3 歳未満児の保育料
町民税の区分（前年度または本年度） 標準時間 短時間

生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む ) 0 円 0円

非課税世帯かつ要保護世帯等である世帯 0円 0円

非課税世帯 0円 0円

均等割の額のみの課税世帯 (所得割非課税世帯 )
かつ要保護世帯 5,500 円 5,500 円

均等割の額のみの課税世帯 (所得割非課税世帯 ) 10,600 円 10,400 円

所
得
割
課
税
額

48,600 円未満かつ要保護世帯 5,500 円 5,500 円

48,600 円未満の世帯 12,000 円 11,800 円

48,600 以上 77,101 円未満かつ要保護世帯 5,500 円 5,500 円

48,600 円以上 77,101 円未満の世帯 15,000 円 14,600 円

77,100 円以上 97,000 円未満の世帯 17,600 円 17,200 円

97,000 円以上 133,000 円未満の世帯 22,000 円 21,400 円

133,000 円以上 169,000 円未満の世帯 27,000 円 26,400 円

169,000 円以上 235,000 円未満の世帯 29,000 円 28,400 円

235000 円以上 301,000 円未満の世帯 31,000 円 30,400 円

301,000 円以上の世帯 33,000 円 31,800 円
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　先の大戦における戦没者の皆さ
まへ追悼の誠を捧げ、平和を祈念

する戦没者追悼式の参列者を募集
します。

　若い世代の皆さまもぜひご参列
ください。

（ 　 ）
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下水道の整備予定区域を
拡張します

問環境衛生課上下水道係　☎ 0943-32-1138

　平成 11 年度から整備を進めている町の下水道事業。
現在の整備予定区域の整備が近日中に完了する見込み
から、区域を拡張する予定です。
　区域拡張に伴い、皆さまのご意見を伺う公聴会を行
います。当日意見を述べたい人は、5月 20 日㈬まで
に環境衛生課上下水道係へ申出書をご提出ください。

事前縦覧 公聴会

日時
5/7 ㈭～ 5/20 ㈬
8:30 ～ 17:15
㈯㈰㈷除く

5/25 ㈪
19:30 ～

場所 広川町役場環境衛生課
上下水道係

町民交流センター「い
こっと」2階研修室 A

※申出書は環境衛生課上下水道係で配布しています
※�申出者がいない場合、公聴会は中止します
※�傍聴には「傍聴券」が必要です。当日 19:00 から会
場で配布します（希望者多数の場合は抽選）

工業統計調査にご協力を

問総務課行政係　☎ 0943-32-1255

■対象　従業者 4人以上のすべての製造事業所
■期日　6月 1日時点

※�調査結果は中小企業施策や地域振興など、国や地域
行政施策のための基礎資料として利活用されます

※�調査票への記入内容は、統計作成以外の目的（税の
資料など）に使用されることは絶対にありません

問産業振興課商工観光係　☎ 0943-32-1142

■対象者　�中学校、高校の新卒者または当該年度の高
校中退者（住民税非課税・減免世帯など、
収入基準あり）

■対象学校　�指定された専修学校、各種学校 (職業に必
要な技術・技能習得を目的とした学科 )

■貸与単価　

※無利子。返還期間は在学期間の 3倍以内

若年者の技能習得を支援します

修学資金 (月額 ) 専門課程 53,000 円
そのほかの課程 30,000 円

入校支度金 100,000 円福岡県移住・就業マッチングサイト
無料で求人登録できます

問政策調整課政策調整係　☎ 0943-32-0106

　中小企業などの担い手不足を解消するため、掲載無
料の「福岡県移住・就業マッチングサイト」（https://
fukuokaken-iju.jp）へ求人票を登録してみませんか。
※�東京圏から福岡県への移住を促進するサイトです。
このサイトを利用して就職した移住者には、移住支
援金が支給されます

■対 象　��次のすべてにあてはまる法人　
・�福岡県の成長産業分野に属する（または福岡労働局・
市町村から推薦がある）

・資本金が 10 億円未満である
・みなし大企業ではない
・�本社が東京圏以外の地域（または条件不利地域）に
ある

・雇用保険の適用事業主である
■申込先　�福岡県移住・就業マッチングサイト運営事

務局（株式会社アソウ・ヒューマニーセン
ター内、☎ 092-733-8293）

問住民課健康係　☎ 0943-32-1112

対象 料金

・�60 ～ 64 歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能や、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障
がいがある人

・�65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、
95 歳、100 歳、101 歳以上の人

3,500 円

※新型コロナウイルスとは異なります
※過去に肺炎球菌予防接種を受けた人は対象外
※�非課税世帯などの人は無料。接種時に各種認定書ま
たは無料証明書（住民課健康係で交付）をご提示く
ださい

令和 3 年 3 月 31 日まで 
高齢者肺炎球菌予防接種




